
資料１ いじめ防止等対策の組織

「一武小学校運 ・定例年２回開催 （学校）校長、教頭、教務主任

営協議会」 ・いじめ防止等計画 ※生徒指導担当、養護助教諭、関係児童担任

作成 が状況に応じて出席する。

・重大事態調査 （地域）ＰＴＡ会長

・いじめ実態把握 一武小学校運営協議会委員

「生活部会」 ・定例月１回開催 （学校）校長、教頭、教務主任、生徒指導担当、

・計画案作成 養護助教諭、（関係児童担任）

・実態調査

・いじめ認知

【令和２年度「一武小学校運営協議会」構成員】

職 名 等 氏 名 職 名 等 氏 名

校長 中嶋 陽一 ※生徒指導担当 大柿 和也

教頭 中島 公洋 ※養護助教諭 五島 彩子

教務主任 沢田 均 ※関係児童担任

一武小学校運営委協議会委員 一武小学校運営委協議会委員

一武小学校運営委協議会委員 一武小学校運営委協議会委員

一武小学校運営委協議会委員 一武小学校運営委協議会委員

一武小学校運営委協議会委員

※ は、校内会議構成員

※ 状況に応じて、関係担任等が参加する。



資料２ いじめ防止等対策の重点実践事項

いじめの防止に ・生活部会の定期的開催（月１回：計画、実践状況確認、評価等）

関すること ・愛の１・２・３運動＋１の推進（通年：保護者との情報共有、共同実践）

［担任］

【第２－１－(1) ・児童理解の日の定期的開催（月１回朝会時：職員間の情報共有、共同実

参照】 践） ［生活部会］

・学校便り、学級便りでの情報提供、啓発活動

（通年：学校の様子、家庭教育に関すること等）［校長、担任］

・「命を大切にする心」を育むプログラムの実践と授業公開

（通年：計画立案、授業実践）［教務、人権教育主任、道徳教育推進教師］

・校長講話（「自他の命を大切にする」ことについて）の実施

・学級活動、児童会活動における児童の主体的活動の積極的導入

（通年：係活動、委員会活動、自他を認める場）［担任、各担当］

・登校班、地区児童会の状況把握、指導

（通年：高学年のリーダーシップ、異学年の協力）［生徒指導、地区担当］

・学習訓練、規律ある集団行動、けじめのある生活の指導

（通年：規範意識、自他を大切にする行動）［担任、各担当］

いじめの早期発 ・「心のアンケート」と教育相談の実施（学期１回)

見に関すること ［生活部会、担任］

・「子どものサイン発見チェックリスト（家庭用）」活用調査と教育相談

【第２－１－(2) の実施（１２月） ［生活部会、担任］

参照】 ・「人権感覚チェックリスト（教師用）」活用（学期１回）

・いじめ対応記録簿の活用 ［担任、生徒指導担当］

いじめへの対処 ・生活部会の開催（いじめの認知の判断、対応策検討、全職員へ周知）

に関すること ・生活部会の開催（重大化、長期化の恐れの場合）

【第２－１－(3) ・錦町教育委員会との連携（対応者の派遣等）

参照】



資料５－１ いじめ問題対応記録簿（表）

いじめ問題対応記録簿 ※取り扱い注意

①行為をした者(A)も行為の対象となった者(B)も児童生徒であること。（Ａが誰か

定 分からない場合も含む）

②ＡとＢの間に一定の人的関係が存在すること。

義 ③ＡがＢに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと。

④Ｂが心身の苦痛を感じていること。

※上記の定義にあてはまる場合、担任（担当者）として認知をし、初期対応をすみや

かに行うこと。その際、下にメモをし、担当者に提出する。

担任（部活等の担当者）氏名

「いじめ」を認知した日 令和 年 月 日 （ ）

担 「いじめ」被害児童学年氏名

任（

「いじめ」加害児童学年氏名

部

活 「いじめ」ととれる内容（関係項目に○、その他は記述）

等 （ ）軽くたたかれる （ ）強くたたかれる （ ）蹴られる

の （ ）体の動きを束縛される［※おさえつけられる、つかまれる 等］

担 （ ）物をとられる、隠される （ ）物をこわされる

当 （ ）金品を要求される、借りて返さない （ ）無視される［仲間はずれ］

者 （ ）言葉の暴力［傷つく言葉］を受ける （ ）にらまれる）

（ ）その他【 】

記

載 初期対応の内容（対応項目に○、その他は記述）

事 （ ）被害児童への聞き取り、ケア （ ）加害児童への聞き取り、指導

項 （ ）学級（集団内）の児童全体への指導

（ ）担任外の対応→校務分掌・担当名（ ）

（ ）被害児童保護者との情報交換、対応協議

※○の場合→（ ）電話・（ ）連絡帳・（ ）家庭訪問

（ ）加害児童保護者との情報交換、対応協議

※○の場合→（ ）電話・（ ）連絡帳・（ ）家庭訪問

初期対応の結果（判断項目に○） ※記入日 月 日（ ）

（ ）対応終了、また短期終了見込みにつき、組織的対応は必要なし。

（ ）担任だけでは対応が難しく、校内組織での対応をお願いしたい。

【特記事項】



資料５－２ いじめ問題対応記録簿 （裏）

「いじめ」問題対応（働きかけ、結果等）メモ 【担任（部活等担当者）記載】

月 日 曜 対 応 メ モ

担任（部活動等担当者）が解決したと判断したら、生徒指導主任に提出し、生活部会
を開催して解決の判断を行う。

「いじめ」問題が解決したと判断した日 【生徒指導主任記載】

令和 年 月 日（ ）

※ 継続的に保護者とも連絡を取り合い、上にメモをすること。



資料６ 心のアンケート

心のアンケート
年 組 名前（ ）

このアンケートは、みなさん一人一人がどうしたらもっと楽しく、充実した学校生活を送れるよう

になるか考えるための資料として使います。

担任の先生が大切に保管しますので、正直に書いてください。

１ 学校は、楽しいですか。その理由も書いてください。

ア（ ）とても楽しい

イ（ ）まあまあ楽しい

ウ（ ）あまり楽しくない

エ（ ）ぜんぜん楽しくない

（理由）

２ 友だちからいやなことをされたり、言われたり、無視されたりしていませんか。

ア（ ）ありません

イ（ ）あります（どんなことか、下に書いてください。）

３ 友だちが、いやなことをされたり、言われたり、無視されたりしているのを知っていますか。

ア（ ）知りません

イ（ ）知っています（どんなことか、下に書いてください。）

４ その他（体のことや家のこと、授業のことなど何でも）、心配なことはありませんか。

ア（ ）ありません

イ（ ）あります（できたら、どんなことか、下に書いてください。）

※ アンケートに協力してくれてありがとうございます。先生たちもみなさん一人一人が楽しい学校生活

が送れるように、いっしょうけんめいがんばります。



資料７ 子どものサイン発見チェックリスト（家庭用）

子どものサイン発見チェックリスト（家庭用）

お子さんの学年・氏名 （ ）年（ ）

このチェックリストは、ご家庭で子どもの小さなサインの発見に活用していただくために作成

したものです。以下の項目を参考に、お子さんの様子を観察し、当てはまる項目があったら、お

子さんと話をしてみてください。また、それが度重なるようでしたら、学校に本チェックリスト

をご提出いただくか、ご相談をお願いします。

項 目 ﾁｪｯｸ欄

１ 表情が暗くなり、言葉数が少なくなった。

２ 学校のことをあまり話さなくなった。

３ 朝から体調のことを訴え、登校をしぶるようになった。

４ 感情の起伏が激しくなり、親や兄弟姉妹に反抗したり、八つ当たりしたりす

るようになった。

５ すり傷やあざ等を隠すようになった。（風呂に入ることや裸になることを嫌

がる、「自分でけがをした」と言う。）

６ 家族と過ごすことを避け、部屋に一人でいることが多くなった。

７ 友だちからの電話に、暗い表情が見られるようになった。

８ 学用品をなくしたり、壊したりすることが増えた。

９ 教科書やノートに落書きをされたり、破られたりするようになった。

10 衣類が破れていたり、汚れたりしていることが増えた。

11 食欲がなくなった。

12 最近、寝付きが悪かったり、夜中に何度も目を覚ましたりすることがある。

13 言葉遣いが乱暴になった。

14 家から品物やお金を持ち出したり、金品を要求したりするようになった。

15 不審な電話や嫌がらせの手紙が来るようになった。

16 友だちからの電話で、急に外出することが増えた。

17 携帯電話やインターネットのメールを頻繁に気にするようになった。

18 投げやりで集中力が続かないようになった。

19 「引っ越しをしたい」「転校したい」と言うようになった。

20 友だちへの口調が命令口調になっている。

21 家で買い与えた物ではない物を持っている。

22 家で与えた以上のお金を持っている。

○上記以外で、お子さんの様子に気になることがありましたらお書きください。

※この表は「いじめ対応の手引き」（県教育委員会配付）の「子どものサイン発見チェックリ

スト」に修正を加えて作成したものです。



資料８ 人権感覚チェックリスト（教師用）

令和２年度 人権感覚チェックシート

氏 名

○自分の言動を真摯にふり返ってみましょう。
４：十分（１００％） ３：概ね十分（８０～９９％）

２：やや不十分（６０～７９％） １：不十分（５９％以下）

【学期】

チ ェ ッ ク 項 目 １ ２ ３

朝の １，欠席や遅刻を早めに把握し、対処していますか。

会 ２，遅刻をした児童や前日に欠席・早退した児童に言葉をかけていますか。

１，授業の開始、終了時刻を守っていますか。

２，児童が忘れ物をした時に、理由も聞かずに叱ったりしていませんか。

授 ３，教師の期待とずれた児童の発言を大切にしようとしていますか。また、「どうしてこん

なことができないのか。」などと考えていませんか。

業 ４，児童に失敗などがあった時、笑う児童がいたら、黙認せず注意していますか。

５，児童一人一人の発言などをしっかり聞かせていますか。

６，児童の前でていねいな言葉遣いをしていますか。

給 １，「いただきます」「ごちそうさま」など、食材や調理してくれた人への感謝の言葉をしっ

かり言わせていますか。

食 ２，配膳や片付けなどで嫌な思いをする児童がいないよう、気を配っていますか。

１，掃除時間が始まったら、児童と共に掃除を行っていますか。

掃 ２，楽な仕事ばかりしている児童や、大変な仕事を押しつけられる児童がいないように気を

除 配っていますか。

３，教室や廊下の黒板や掲示物に落書きがないか気をつけて見ていますか。

帰り １，明日の意欲につながるような言葉かけをしていますか。

の会 ２，愛の１・２・３運動は、できていますか。

交友 １，児童の友だち関係を把握していますか。

関係 ２，仲間はずれや嫌がらせ、暴力などを把握し、すぐに対処していますか。

児 １，児童の顔を見て、名前に「くん」「さん」などをつけて呼んでいますか。

童 ２，児童同士の相手を罵倒する言葉や暴言、呼び捨てを見過ごし、黙認していませんか。

に ３，児童の話を親身になって聞いていますか。

接 ４，児童を指導する際に、人格を否定するような叱り方をしていませんか。

す ５，失敗が多い児童を先入観で悪く評価してしまうことはありませんか。

る ６，兄弟姉妹や友だちと比べて、誉めたり叱ったりしていませんか。

時 ７，児童のよさに目を向けるように努力していますか。

そ １，文書や懇談会などで使う言葉について気を配っていますか。

の ２，個人情報の管理をしっかりしていますか。

他 ３，来校者があったとき、きちんと正対し、あいさつや対応をしていますか。

４，電話は、明るくさわやかな声で対応していますか。



資料９ 保護者配付用資料

令和２年度 一武小学校いじめ防止基本方針【概要版】

１ いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等

と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネ

ットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛

を感じているものをいう。

２ いじめの防止等のための取組について

(1) いじめの防止

○ いじめ防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、学校、家庭、地域、

関係機関の連携の強化を図る。

○ 学校の教育活動全体を通じて、児童に豊かな人間性や社会性、一人一人の人権を尊重しよ

うとする実践力や行動力を育てる取組の充実を図るなど、いじめの未然防止に重点を置いた

総合的な対策を継続して推進する。

○ 教職員のいじめに対する基本的認識を深め、いじめの防止等に向けた実践的指導力を向上

させるため、校内研修等の充実を図る。

(2) いじめの早期発見

○ いじめに関する通報及び相談を受け付けるための相談機関の周知徹底を図る。

○ 「心のアンケート」「子どものサイン発見チェックリスト(家庭用）」等を活用し、いじめ

を早期に発見するための定期的な調査等を実施するとともに、教育相談体制を充実させる。

(3) いじめへの対処

○ いじめの疑いがある場合は、「いじめ問題への対応について」の対応経路に沿って組織で

対応する。

○ 学校がいじめを受けた児童又はその保護者に対する支援及び、いじめを行った児童に対す

る指導又は、その保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、町教育委

員会等を通じて学校相互間の連携・協力体制の整備に努める。

○ 重大ないじめ事案に対しては、町教育委員会へ速やかに報告するとともに、指示を仰ぎな

がら必要な措置を速やかに講ずる。

３ いじめ防止等対策の組織について

一武小学校運営 ・定例年２回開催 学校：校長、教頭、教務主任、

協議会 ・いじめ防止等計画作成 ※生徒指導担当、養護助教諭、関係児童担

・重大事態調査 任が状況に応じて参加する。

・いじめ実態把握 地域：学校評議員

生活部会 ・定例月１回開催 学校：校長、教頭、教務主任、生徒指導担当、

・実態調査・いじめ認知 養護助教諭、（関係児童担任）

※必要に応じ、錦町教育サポーター、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

学校支援アドバイザー、いじめ・不登校アドバイザー等の派遣を要請する。

～いじめは絶対に許されない～
いじめは、いじめを受けた児童や、いじめを行った児童だけでなく、すべての児童に関係す

る問題です。

本校では、すべての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよ

う、いじめ防止対策推進法に基づき、本基本方針を策定しました。

本基本方針に示すいじめ防止等のための取組は、学校、家庭、地域その他の関係者の連携の

下、児童の健やかな成長を見守り育み、地域全体でいじめの問題を克服することを目指して行

うものです。



資料１０ 熊本県教育委員会作成資料(いじめ防止等リーフレット)



資料１０ 熊本県教育委員会作成資料(いじめ防止等リーフレット)


